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インド特許法の基礎（第２０回） 

～特許要件（１）～ 

 

河野特許事務所  

弁理士 安田 恵 

 

１．はじめに 

 特許を取得するためには特許要件を満たす必要がある。インド特許法は，実体的特許

要件として２つの要件を求めている。第１の要件は「発明」(invention)であること（第

2条(1)(j)），第２の要件は発明が「特許性」（patentability）を有することである（第

3 条，第 4 条）。この２つの要件は，概念的に重複ないし関連している部分があるよう

にも見えるが，最高裁においてこれらは明確に異なる概念であると判示された1。また

こうした特許要件の規定ぶりは欧州及び英国などと同様であるが，細部には異なる点も

ある。 

 

２．「発明」であること 

（１）概要 

 上述の最高裁の考え方によれば，「発明」の意味を理解するためには第 2 条(1)(ac)，

第 2 条(1)(j)，第 2 条(1)(ac)の定義規定を参照する必要がある。各規定は次の通りで

ある。 

 「発明」とは，進歩性を含み，かつ，産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう（第

2条(1)(j)）。 

 「進歩性」とは，現存の知識と比較して技術的前進（technical advance）を含み若

しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって，当該発明を当該技

術の当業者にとって自明でなくするものをいう（第 2条(1)(ja)）。 

 「産業上利用可能」とは，発明が産業において製造又は使用することができることを

いう（第 2条(1)(ac)）。 

 

 これらの定義規定を組み合わせると，製品又は方法が「発明」であるためには次の条

件を満たす必要がある。 

（ｉ）それが「新しい」こと， 

（ⅱ）それが「産業において製造又は使用することができる」こと， 

（ⅲ）それが次の特徴を有する発明の結果として生じたこと， 

                                                   
1 Novartis AG v. Union of India (UOI) and Ors. 



2 
 

（ａ）現存の知識と比較して技術的前進を伴い， 

又は 

（ｂ）経済的意義を有し， 

かつ 

（ｃ）当該発明を当該技術の当業者にとって自明でなくする。 

 

補足 

－不思議な定義規定－ 

 インド特許法には不可解な規定がある。第2条(1)(l)がその一つである。第2条(1)(l)

では，「新規発明」（new invention）の用語が「完全明細書による特許出願日前にイン

ド又は世界の何れかの国において何らかの書類における公開により開示（anticipated）

されなかったか又は実施されなかった何らかの発明又は技術，すなわち，主題が公用で

なかったか又は技術水準の一部を構成していない発明又は技術をいう。」と定義されて

いる。発明の要件「新しい」に関連しているように見え，新規性要件の説明として第 2

条(1)(l)が引用されることも多々ある。しかし，実の所「新規発明」という用語は「発

明」の定義規定はもちろん，インド特許法の他の条文でも使用されておらず，その存在

意義は必ずしも明確では無い。上述の最高裁判決でもこの点に若干触れられているが，

その存在意義は明確にされておらず，結局の所「発明」の定義規定の解釈にも利用され

ていない。 

 第 2 条(1)(l)の規定によれば，発明が世界公知又は世界公用であれば新規性を失うと

する絶対新規性をインド特許法が採用しているかのようにも読めるが，第 13 条，第 25

条，第 64 条などによれば国内公知又は国内公用によって新規性を失うとする相対新規

性が採用されており，「発明」の解釈に第 2 条(1)(l)を読み込むと，矛盾が生ずるよう

に思える。 

 

（２）新規性 

（ａ）概要 

 装置及び方法が新規であるためには，図１に示すように優先日前の公開公報，インド

及び世界における公開文書に開示されたものでは無く，またインド国内における公知・

公用技術でも無く，更に地域社会で入手可能な知識で無いことが必要である。 
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図１ 新規性 

 

（Ⅰ）公開公報（インド国内 ） 

 特許出願に係る発明が，当該発明の優先日前に公開されたインド特許出願の明細書に

開示されている場合，新規性を喪失する（第 13条(1)(a)，第 18 条(1)，第 25 条(1)(b)，

第 25 条(2)(b)）。ただし，1912 年 1 月 1 日以後の日付を有する特許明細書に開示され

たものに限られる。特許出願に係る発明が，優先日前に公開されたインド特許出願の明

細書に開示されている場合であっても，当該明細書が 1912 年 1 月 1 日より前に出願さ

れたものである場合，新規性は否定されない（第 29 条(1)）。なお，1912 年 1 月 1日は，

1972 年特許法の前身である 1911 年特許意匠法（THE PATENTS AND DESIGNS ACT, 1911）

の施行日である。 

 審査段階においては，長官は特許出願に係る発明が，当該出願の完全明細書の提出日

前に公開されたインド特許出願の明細書に開示されている場合（第 13 条(1)(a)），特許

出願を拒絶することができる（第 18 条(1)）。しかし，出願人が自己の完全明細書のク

レームの優先日が関係書類の公開日以前であることを長官の納得するように明らかに

することによって，その拒絶を覆すことができる（第 18 条(1)(a)）。なお「優先日」は，

正確には PCT 第 2 条(xi)に定義された優先日では無く，インド特許法第 11 条に規定さ

れたものである（第 2条(1)(w)）。 

 公開公報による新規性の喪失に関する条文は次の通りである。 

拒絶理由 異議申立理由 取消（無効）理由 

当該発明が，インドにおい

て行われた特許出願であっ

完全明細書の何れかのクレ

ーム中にクレームされてい

無し 
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て1912年 1月1日以後の日

付を有するものについて提

出された何れかの明細書に

おいて，当該出願人の完全

明細書の提出日前に公開さ

れたことによって 開示

（anticipated）されたか否

か（第 13条(1)(a)） 

る限りにおける発明が，当

該クレームの優先日前に，

(i) インドにおいて，1912 

年 1 月 1 日以後に行われ

た特許出願について提出さ

れた何れかの明細書中に…

公開されていたこと（第 25

条(1)(b)，(2)(b)） 

 

（Ⅱ）公開文書（世界） 

 特許出願に係る発明が，当該発明の優先日前に，インド又はその他の領域において公

開された文書に開示されている場合，新規性を喪失する（第 13 条(2)，第 25 条(1)(b)，

第 25 条(2)(b)，第 64 条(1)(e)）。 

 審査官は，刊行物の調査を，ＥＰＯ，ＷＩＰＯ，ＵＳＰＴＯ及びＪＰＯのデータベー

スをはじめ，伝統的知識デジタル・ライブラリ2（TKDL: Traditional Knowledge Digital 

Library），その他のデータベースを用いて行う。伝統的知識のような「地域社会で入手

可能な知識」は，非文書であっても新規性を喪失される先発明を構成するが，近年では

ＴＫＤＬにより文書としてデータベース化されており，当該文書によって拒絶される。

ＴＫＤＬでは，アーユルヴェーダ，ユナニー医学，シッダ医学などに関する伝統的知識

がデータベース化されている。例えば，健康食品関連の発明についてはＴＫＤＬの先行

文献が調査される可能性がある。 

 公開文書による新規性の喪失に関する条文は次の通りである。 

拒絶理由 異議申立理由 取消（無効）理由 

完全明細書の何れかのクレ

ーム中にクレームされた限

りにおける当該発明が，当

該出願人の完全明細書の提

出日前にインド又は他の領

域において(1)にいうもの

以外の何らかの書類での公

開 に よ っ て 開 示

（anticipated）されたか否

か（第 13条(2)） 

完全明細書の何れかのクレ

ーム中にクレームされてい

る限りにおける発明が，当

該クレームの優先日前に，

…(ii) インド又はその他

の領域において，何らかの

他の書類中に，公開されて

いたこと（第 25条(1)(b)，

(2)(b)） 

完全明細書の何れかのクレ

ーム中にクレームされてい

る限りにおける発明が，当

該クレームの優先日前に…

インド若しくはその他の領

域において第 13 条にいう

何れかの書類に公開されて

いたものに鑑みて，新規で

ないこと（第 64条(e)） 

 

                                                   
2 http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Home.asp?GL=Eng（2015 年 1 月 20
日現在） 

http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Home.asp?GL=Eng
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（Ⅲ）公知・公用（インド国内） 

 特許出願に係る発明が，当該発明の優先日前に，インドにおいて公然と知られ又は公

然と実施された場合，新規性を喪失する（第25条(1)(d)，第25条(2)(d)，第64条(1)(e)）。

当該発明が外国で公然と知られ又は公然と実施されたとしても，新規性を喪失しない。

また，方法に係る発明の場合，当該方法で製造された製品が当該クレームの優先日前に

インドに輸入されていたときは，優先日前にインドにおいて公然と知られ又は公然と実

施されたものとみなされる（第 25条(1)(d)）。これらの規定は日本特許法と異なる。 

 ある技術が公知であるためには当該技術が消費者市民の知識に広く利用されている

必要は無く，科学者，商業者又は消費者として，特許に係る製品又は方法の知識を求め

る人に知られていれば足りる3。 

 公知・公用による新規性の喪失に関する条文は次の通りである。 

拒絶理由 異議申立理由 取消（無効）理由 

無し 完全明細書の何れかのクレ

ーム中にクレームされた限

りにおける発明が，当該ク

レームの優先日前にインド

において公然と知られ又は

公然と実施されたこと 

説明－－本号の適用上，特

許のクレームが方法につい

てされている発明は，当該

方法で製造された製品が既

にクレームの優先日前にイ

ンドに輸入されていたとき

は，当該輸入が単に適切な

試験若しくは実験目的のみ

で行われた場合を除き，当

該日付前にインドにおいて

公然と知られ又は公然と実

施されたものとみなす。（第

25 条(1)(d)，(2)(d)） 

完全明細書の何れかのクレ

ーム中にクレームされてい

る限りにおける発明が，当

該クレームの優先日前にイ

ンドにおいて公然と知られ

若しくは公然と実施されて

いたもの…に鑑みて，新規

で な い こ と （ 第 64 条

(1)(e)） 

 

（Ⅳ）地域社会で入手可能な知識 

 特許出願に係る発明が，当該発明の優先日前に，インド又はその他の地域社会におけ

る地域社会内で入手可能な口頭その他の知識に鑑みて，開示（anticipated）されたも

                                                   
3 Monsanto Company By Their Patent ... vs Coramandal Indag Products (P) Ltd 
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のである場合，新規性を喪失する（第 25 条(1)(k)，第 25 条(2)(k)，第 64 条(1)(q)）。

その他の地域社会が意味するところは明確では無いが，外国の地域社会を意味すると解

釈することもでき，外国における公知・公用によっては新規性を喪失していなくても，

特許出願に係る発明が地域社会内で入手可能な知識，例えば伝統的知識である場合，新

規性を喪失する可能性があると考えられる。 

 地域社会で入手可能な知識による新規性の喪失に関する条文は次の通りである。 

拒絶理由 異議申立理由 取消（無効）理由 

無し 完全明細書の何れかのクレ

ーム中にクレームされた限

りにおける発明が，インド

その他の地域社会内におい

て，口頭によるかその他で

あるかを問わず，入手可能

な 知 識 に 鑑 み て 開 示

（anticipated）されたこ

と･･･（第 25 条(1)(k)，

(2)(k)） 

完全明細書のクレーム中に

クレームされている限りの

発明が，インド又はその他

の領域における地域社会内

で入手可能な口頭その他の

知 識 に 鑑 み て ， 開 示

（anticipated）されたこと

（第 64 条(1)(q)） 

 

（Ⅴ）準公知／ダブルパテント 

 特許出願に係る発明が，当該発明の優先日以後に公開された先のインド特許出願の特

許請求の範囲にクレームされている場合，新規性を喪失する（第 13条(1)(b)，第 25 条

(1)(c））。なお，公開について明示されていないが，同様の特許無効理由が第 64 条(1)(a)

に規定されている。日本特許法の拡大先願に類する点を有するが，各特許出願の出願人

又は発明者が同一である場合の適用除外規定は無い。また先後願の比較対象はクレーム

された発明である。更に各特許出願の先後願は，特許出願の種類に拘わらず優先日に基

づいて判断される。これらの規定は当該性質からダブルパテントを排除する規定とも考

えられる。 

 準公知ないしダブルパテントによる新規性の喪失に関する条文は次の通りである。 

拒絶理由 異議申立理由 取消（無効）理由 

当該発明が，当該出願人の

完全明細書の提出日以後に

公開された他の完全明細書

であってインドにおいて行

われ，かつ，前記の日付か

又は前記の日付より先の優

先日を主張する特許出願に

完全明細書の何れかのクレ

ーム中にクレームされた限

りにおける発明が，当該出

願人のクレームの優先日以

後に公開された完全明細書

のクレーム中にクレームさ

れており，かつ，インドに

完全明細書の何れかのクレ

ーム中にクレームされてい

る限りにおける発明が，イ

ンドにおいて付与された他

の特許に係る完全明細書に

含まれた先の優先日を有す

る有効なクレーム中に記載
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ついて提出されたものの何

れかのクレーム中にクレー

ムされている（第13条

(1)(b)） 

おける特許出願について提

出されたものであり，その

クレームについて優先日が

当該出願人のクレームの日

より先であること（第25条

(1)(c），(2)(c）） 

されていたこと（第 64 条

(1)(a)） 

 

（ｂ）新規性喪失の例外 

 特許出願に係る発明の新規性が失われない主な例外事由は次の通りである。 

（Ⅰ）意に反する公開（第 29 条(2)，(3)） 

 特許権者若しくは出願人又はその前権利者から取得され，その者の意に反して発明が

公開された場合であって，その公開後，速やかに特許出願が行われた場合，当該発明は

新規性を失わない。 

 

（Ⅱ）政府への伝達（第 30 条） 

 特許出願に係る発明は，当該発明若しくはその価値を調査するため政府若しくは政府

により委任された者に当該発明を伝達した場合であっても，新規性を失わない。また，

当該伝達の結果として調査目的のため行われた何らかの事項によって新規性を失うこ

ともない。 

 

（Ⅲ）博覧会などにおける発表（第 31 条） 

 特許出願に係る発明は，以下の行為が行われても，その最初の公表後 12 ヶ月以内に

特許出願を行った場合に限り，新規性を失わない。 

(a)中央政府によって指定された所定の博覧会において，真正かつ最初の発明者又はそ

の者から権原を取得した者の同意を得て行われた当該発明の展示，又はその開催場所に

おいて当該博覧会を目的としてその者の同意を得て行われた当該発明の実施 

(b)博覧会における当該発明の展示又は実施の結果としての当該発明の説明の公開 

(c)当該発明が当該博覧会において展示若しくは実施された後，及び当該博覧会の期間

中，真正かつ最初の発明者等の同意を得ないで何人かが行った当該発明の実施 

(d)真正かつ最初の発明者が学会において発表した論文に記載され又はその者の同意を

得て当該学会の会報に公表した当該発明の説明 

 

（Ⅳ）試験目的の実施（第 32 条） 

 特許出願に係る発明は，当該特許出願の優先日前１年以内に，特許権者若しくは出願

人又はその前権利者，あるいはこれらの権利者から同意を得た他の者が，特許出願に係

る発明の適切な試験目的のためにインドにおいて公然と実施したとしても，新規性を失
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わない。ただし，発明の内容に鑑み，その試験を公然と実施する合理的必要性があった

場合に限る。 

 

（３）進歩性 

 進歩性の確立された明確な判断手法は未だ存在しないが，その手がかりになる判決及

び審査基準は存在する。 

（ａ）判例 

 1972 年特許法の前身である 1911 年特許意匠法における判例であるが，現行法にも適

用し得る最高裁判例4がある。当該判決によれば，特許が認められるためには進歩性を

有する必要があるとされており，以下の事項が判示されている。 

・特許可能であるためには，既知のもの又は既知の異なる要素の組み合わせにおける改

善は，単なる現場での改良”workshop’s improvement”を超えるものでなければなら

ない。 

・特許可能な発明は，新しい結果，新しい物”article”，従来品より優れ，また安い

物をもたらすものでなければならない。 

・2以上の整数又は物の単なる寄せ集めは特許の適格性を欠く。 

 

（ｂ）審査基準１ 

 また，「特許庁の特許実務及び手続の手引」（2011 年）5の項目 08.03.03.02「進歩性

の判断」には次のような事項が記載されている。進歩性の審査は，新規性に係る先行技

術調査で明らかになった先行技術に基づいて行われ（項目ａ），完全明細書の提出日に

存在する刊行物も先行技術とみなされる（項目ｂ）。なお，当該特許出願後に公開され

たインドにおける先出願は，先のクレームとみなされる（項目ｃ）。 

 審査官は，発明の自明性を立証するために，先行技術の寄せ集めを引用することは認

められている（項目ｆ）。ただし，当該先行技術がそれを可能にしている場合に限る。

また，進歩性の審査において，発明は全体として検討されなければならない。発明を構

成する発明特定事項を個別に検討し，各構成が既知であるか又は自明であることを理由

に発明の進歩性を否定することは，その理由付けとして不十分である（項目ｄ）。 

 入手可能な先行技術に基づき予測可能であり，当業者による現場での改善のみを要す

るに過ぎない発明は，進歩性を有しない（項目ｇ）。技術的前進又は当該技術における

経済的意義を実質的に付加するものでは無く，完全明細書の提出日前にされた予測が正

しい事実であることを単に確認するに過ぎない発明は，進歩性を欠く（項目ｅ）。 

 

                                                   
4 Biswanath Prasad Radhey Shyam vs Hindustan Metal Industries 
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（ｃ）審査基準２ 

 進歩性判断の手順については，「特許実務及び手続の手引」6（2005 年）が参考になる。

項目 2.3 「進歩性（非自明性）」によれば，審査官は，出願に係る本発明の進歩性の審

査において次のことを考慮するとされている。 

a) 本発明に関連する先行技術の範囲と内容を決定する 

b) 本発明が奏する技術的結果又は効果及び経済的価値を評価する 

c) 本発明と先行技術との相違を評価する 

d) 本発明の解決すべき技術的課題を明らかにする 

e) 先行技術と本発明との相違を当業者が埋めることができるかどうかを明らかにする

ことによって，非自明性の最終決定を行う 

 

 当該手引きは従前の審査基準であるが，現在の審査手続きにおいても変わる所は無い

と思われる。 

 

（４）産業上利用可能性 

 通常，産業上の利用可能性は自明のものである。しかし，ある新規合成物などその有

用性が不明な場合など，産業上の利用可能性が自明で無い場合，単なる示唆では不十分

であり，明細書中において特定の有用性を示さなければならない（「特許庁の特許実務

及び手続の手引」（2011 年），項目 08.03.03.04）。例えば，詳細不明な疾患に有用，あ

るいは有用な生物学的性質を有すると言った事項を示すだけでは不十分であり，発明の

有用性をより具体的に特定する必要がある。 

 

３．「特許性」要件を満たすこと 

 特許を受けることができる発明の主題は，装置又は方法に係るものであって（第 2条

(1)(j)），第 3条及び第 4条に掲げられたものに該当しないことが必要である。 

 インド特許法上，発明に該当しないものとして，自然法則に反する事項，公序良俗に

反する発明，科学的原理等の単なる発見，物質の新規形態の発見，各物質成分の諸性質

の集合としての結果となるに過ぎない物質の混合物，単なる配置変更に係る発明，農業

又は園芸の方法，治療方法等，植物・動物，数学的方法，ビジネス方法，コンピュータ

プログラムそれ自体，アルゴリズム，審美的創作物，規則・ゲーム，情報の提示，集積

回路の回路配置，伝統的知識等が列挙されている（第 3 条）。また，原子力に関する発

明についても特許は付与されないとされている（第 4 条）。これらの不特許対象の中に

は，物質の新規形態の発見，ビジネス方法など，進歩性における技術的前進の評価との

関連性がありそうなものが，特許性の要件は進歩性と異なる別の要件として審査される。 

以上 
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